
事案名 大久野島（竹原市）の事案（広島県３４－２） 
フォローアッ

プ調査資料 

 

・『毎日新聞』大阪昭和４４年８月２６日〔１〕 

・『毎日新聞』昭和４４年８月２７日〔２〕 

・『朝日新聞』昭和４５年１月１４日〔３〕 

・『朝日新聞』昭和４７年５月２１日〔４〕 

・『朝日新聞』昭和４７年５月３１日〔５〕 

・『朝日新聞』大阪平成８年７月１１日〔６〕 

・『朝日新聞』大阪平成９年１２月２１日〔７〕 

・『中国新聞』平成１０年１０月１６日〔８〕 

・『中国新聞』平成１１年３月２７日〔９〕 

・『中国新聞』平成１１年１０月２４日〔１０〕 

・「旧軍ガス弾等の全国調査結果報告（案）」資料３の２〔１

１〕 

・「旧軍ガス弾等の全国調査結果報告（案）」資料１の２〔１

２〕 

・「化学兵器ノ処理ニ関スル意見案」昭和２０年１１月６日

（「瓦斯ニ関スル綴」所収）〔１３〕 

・「化学兵器応答集（其ノ三）」昭和２０年１０月１日〔１４〕

・民間会社社史〔１５〕 

・Target No. CW 5031(Sone),Army Intelligence Document File

〔１６〕 

・Disposal Report Chemical Munitions :Operation 

Lewisite,1946〔１７〕 

・Enemy CW and Smoke Intelligence Summary No.101〔１８〕 

・Reports on Scientific Intelligence Survey in Japan. 

September & October 1945.  Vol. IV Chemical Warfare １-

NOV-45〔１９〕 

・化学室担当者ノート「戦後における旧軍毒ガス弾等の処理の状

況(14.6)」〔２０〕 

・「『マ』司令部提出書類 造兵課関係」〔２１〕 

・『瓦斯に関する綴』〔２２〕 

・『朝日新聞』昭和４４年８月２７日〔２３〕 

・『生物化学兵器』〔２４〕 

・『毒ガス戦関係資料Ⅱ』〔２５〕 

・「東京第二陸軍造兵廠忠海製造所ニ於ケル化学戦資材ノ状況」

昭和２１年５月２日（作成主体は不明）〔２６〕 

・「化学兵器ノ補給等ニ関スル件」〔２７〕 

・「終戦時各補給廠ノ化学戦弾薬ノ状況」〔２８〕 

・タイトル・作成主体・作成年月日不明の大久野島の処理に関す

る資料（不鮮明なタイプ印刷）〔２９〕 

・証言記録〔３０〕 

・「不発弾の処理等に関する事務の手引」昭和４９年１２月〔３
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１〕 

・「終戦時における旧軍の毒ガス弾等の廃棄状況」〔３２〕 

・証言記録〔３３〕 

・証言記録〔３４〕 

・『毎日新聞』昭和４４年８月２６日〔３５〕 

・『中国新聞』平成９年１０月１４日〔３６〕 

・「『旧軍毒ガス弾等の全国調査』フォローアップ調査について

（回答）」平成１５年９月３日〔３７〕 

・『朝日新聞』大阪昭和４７年５月２１日〔３８〕 

・「旧軍の毒ガス弾等の調査状況」（作成年月日不明）〔３９〕

・「戦後における旧軍毒ガス弾等の発見､被害および処理状況に

ついて」昭和４７年７月２０日〔４０〕 

・「旧軍毒ガス弾等の調査について（回答）」昭和４７年７月１

１日〔４１〕 

・「厚生省現地調査依頼」昭和４５年１月７日〔４２〕 

・「厚生省処理実施依頼」昭和４５年２月２８日〔４３〕 

・「広島県観光課情報収集調査」昭和４４年〔４４〕 

・「陸上自衛隊中部方面総監報告書」昭和３７年〔４５〕 

・「大久野島にて発見された物件の調査結果」昭和４４年〔４

６〕 

・「大久野島土壌処理対策一件」〔４７〕 

・「旧軍毒ガス弾等の問題について」昭和４７年６月１３日〔４

８〕 

・「大久野島で発掘された缶等の毒ガス検査の結果」昭和４７年

１２月２２日〔４９〕 

・「大久野島における旧軍物件発見について」平成９年〔５０〕

・「フォローアップ調査における県民からの証言聴取」平成１５

年〔５１〕 

・「大久野島毒物製造施設処理の記録」〔５２〕 

・「衆議院内閣委員会議事録」〔５３〕 

・「大久野島周辺海域に投棄された毒瓦斯等の処置について（請

願）」昭和４６年２月２４日〔５４〕 

・「毒ガス島の歴史」〔５５〕 

・「秘録大久野島の記」〔５６〕 

・「大久野島土壌等調査の結果について（お知らせ）」平成８年

７月１２日〔５７〕 

・「大久野島土壌等汚染処理対策（中間報告）について（お知ら

せ）」平成９年１２月２０日〔５８〕 

・「大久野島土壌等処理対策について」平成１１年１１月〔５

９〕 

・「大久野島の大赤筒（９本）の無害化処理について」平成１２

年１２月１日〔６０〕 
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追加資料 ・『毎日新聞』夕刊、昭和４４年８月３０日〔Ａ１〕 

・『中国新聞』昭和４４年８月３０日〔Ａ２〕 

・化学室担当者ノート「戦後における旧軍毒ガス弾等の処理の状

況(14.6)」〔Ａ３〕 
・「陸上自衛隊中部方面総監報告書」昭和３７年〔Ａ４〕 

・『平成１６年度国内における旧軍毒ガス弾等に係る情報収集及

び取りまとめ業務報告書』〔Ａ５〕 

・大久野島給水関係施設位置図〔Ａ６〕 

・「大久野島土壌等調査の結果について（お知らせ）」平成８年

７月１２日〔Ａ７〕 

・「大久野島土壌等汚染処理対策（中間報告）について（お知ら

せ）」平成９年１２月２０日〔Ａ８〕 

・「大久野島土壌等処理対策について」平成１１年１１月〔Ａ

９〕 

・｢国内における毒ガス弾等に関する調査について｣〔Ａ１０〕 

・｢国内における毒ガス弾等に関する総合調査検討会（第８回）｣

資料８〔Ａ１１〕 
 

平成１５年度

フォローアッ

プ調査報告書

の要約 

大久野島で東京第二陸軍造兵廠忠海兵器製造所が毒ガス弾等の

製造を行っていた。終戦直後、大久野島の毒ガス弾等と毒ガス弾

等製造施設は以下の方法で廃棄及び遺棄されている。 

① 戦時中、毒ガス製造過程において化学物質を排水等により

海に放流した。 

② 占領軍の指揮の下で、毒ガス弾等が土佐沖に海洋投棄され

た。 

③ 占領軍の指揮の下で、毒ガス弾等が島内で焼却及び埋設処

理された。 

④ 占領軍の指揮の下で、毒ガス製造施設が焼却、解体後、大

久野島周辺海域に海洋投棄された。 

また、昭和２６年以降、大久野島内及び大久野島周辺海域では

毒ガス弾等の発見及び被災が報告されている。 

 

○生産・保有情報 

（１）生産について 

・忠海製造所における昭和１２年～１８年（最盛期）の月生

産量はイペリット２００～４５０ｔ、ルイサイト５０ｔ、ジ

フェニルシアンアルシン５０～８０ｔ、青酸約５０ｔ、塩化

アセトフェン約２５ｔとされている〔２４〕。 

・昭和６年度以降の総生産量（資料が少ないため、推定を含

む）は、きい１号甲９１５ｔ、きい１号乙９２１ｔ、きい１

号丙９６９ｔ、きい２号１，２６８ｔ、あか１号１，７５７

ｔ、みどり１号２８ｔ、ちゃ１号２４８ｔとされていた〔２

５〕。 

 103



（２）保有について 

・元忠海兵器製造所関係者は「戦時中、養成者技術所の地下に

あか筒らしきものを貯蔵していたと聞いた」と証言している

〔５１〕。 
・昭和４年～昭和２０年８月１５日に、イペリット１，４５１

ｔ、ルイサイト８２４ｔ、くしゃみガス９５８ｔ、催涙ガス

７ｔが保有されていた〔１５〕。 

・昭和２０年８月、忠海製造所にイペリット、ルイサイト計

２，２７８．０ｔ、ジフェニルシアンアルシン９５８．１

ｔ、青酸１３．２ｔが保有されていた〔１２〕。 
・昭和２０年１１月６日に、きい１号甲約５３６ｔ、きい１号

乙約３５５ｔ、きい１号丙約５６０ｔ、きい２号（ルイサイ

ト）約８２４ｔ、あか１号約９５８ｔ、みどり１号約７ｔ、

ちゃ１号約１３ｔが保有されていた〔１３〕。 
・昭和２０年１１月３０日に、催涙筒類２８２，９０３個、あ

か筒類５８５，１８８個が保有されていた〔２２〕。 

・昭和２１年１月１５日にきい１号甲５３６，４００ｋｇ、き

い１号乙３５５，０００ｋｇきい１号丙５６０，０００ｋ

ｇ、きい２号８２７，２００ｋｇ、あか１号９５８，１００

ｋｇ、みどり１号７，０００ｋｇ、ちゃ１号１３，２００ｋ

ｇが保有されていた〔２１〕〔２２〕。 

・昭和２１年５月２日に、忠海製造所では、きい１号甲５３

６．４ｔ、きい１号乙３５５．０ｔきい１号丙５６０．０

ｔ、きい２号８２７．２ｔ、あか１号９５８．１ｔ（大久野

島に４０３．３ｔ、大三島に５５４．８ｔ）、みどり１号

７．０ｔ、ちゃ１号１３．２ｔが保有されていた。うち、ち

ゃ１号の１３．２ｔについては、その時（昭和２１年５月２

日）すでに県に転用済みで大久野島にはないとしていた（県

は殺虫剤として使用）〔２６〕。 

・終戦時、忠海兵器製造所にはイペリット１，６８０ｔ、ルイ

サイト８２７ｔ、ジフェニルシアンアルシン１，０３５ｔ、

液体青酸１５ｔ、塩化アセトフェノン７ｔが保有されていた

〔１８〕。 

・忠海兵器製造所には、イペリット９１３ｔ、ルイサイト３１

４ｔ、ジフェニルシアンアルシン１，０００ｔ、液体青酸２

０ｔ、塩化アセトフェノン７ｔが保有されていた〔１９〕。

・旧軍関係者は、終戦時の残存化学剤は、あか１号１，０００

ｔ・きい１号９１３ｔ・きい２号３１４ｔ・ちゃ１号２０

ｔ・みどり１号７ｔ（計２２５４ｔ）で、ガス弾は、八本松

と山口県大嶺にガス弾９０，１３２発（うち、７割がきい

弾、３割があか弾）存在すると述べている〔１４〕〔１

６〕。 
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・終戦時、忠海製造所にはイペリット約１，４５１ｔ、ルイ

サイト約８２４ｔ、中毒剤（青酸）１３ｔ、くしゃみ剤９

５８ｔ、特殊発煙筒１，０５２本が保有されていた〔２

７〕。 

・終戦時には、イペリット約１５００ｔ、ルイサイト８２４

ｔ、その他青酸等を合計して３，０００～５，０００ｔが保

有されていた〔２４〕。 

・終戦時、広島陸軍兵器補給廠忠海分廠には９９式大あか筒１

１，２５８個、９８式中あか筒２７１個、９８式小あか筒４

４，６５９個、１００式発射あか筒３９８，８６９個、１０

０式中あか筒６５，６０４個、１００式小あか筒２９，００

３個、１式大あか筒３３，１６６個、９８式中あか筒４３０

個、９３式特殊発煙筒１，００２本が保有されていた〔２

８〕。 
・切串及び「コヒノウラ」からマスタード弾８，０００発を船

で、川上からマスタード弾７，５００発を列車及び船で大久

野島へ運んだことが昭和２１年７月１日に報告されている

〔１７〕。 
 

○廃棄・遺棄情報 

①終戦前、毒ガス製造過程で化学物質が排水等により海に放流

された事案 

・元忠海兵器製造所関係者は「戦時中、大久野島で毒ガス

を製造する過程において、ヒ素化合物を含んだ排出水を

下水路を通じて海へ排出した」と証言している〔５

１〕。 

 

②占領軍の指揮下で、毒ガス弾等が土佐沖に海洋投棄された事

案 

・米軍の指示により、大久野島に集積した毒物を、ＬＳＴ

８１４に積載し、廃棄場所に運搬して、昭和２２年８月

１２日に土佐沖で自沈させて廃棄した。また、再び毒物

をＬＳＴ１２８に積載して廃棄場所に運搬し、同年８月

２６日に土佐沖で自沈させて廃棄した。さらに貨物船に

毒物を積載し、同年１０月９日に廃棄場所へ到着、２０

日かけて投棄して帰還した。海洋投棄した毒物は、毒液

１，８４５ｔ、毒液缶９３０ｔ（７，４４７缶）、クシ

ャミ剤９９０ｔ（９，９０１缶）、催涙剤７ｔ（１３１

缶）、６０キロガス弾１３，２７２個、１０キロガス弾

３，０３６個としている〔１５〕〔３３〕〔３９〕〔４

０〕〔４１〕〔５５〕〔５６〕。 

 

③占領軍の指揮下で、毒ガス弾等が島内で焼却及び埋設処理さ
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れた事案 

・昭和２１年５月２７日～昭和２１年１１月２０日に、占

領軍の指示により大久野島でイペリット４０ｔ、ルイサ

イト１９ｔ、青酸ガス１０ｔが化学処理及び焼却処理さ

れた〔３２〕〔３９〕。 

・昭和２１年５月～同年９月１８日に、占領軍の指示によ

り、クシャミ剤大６５，９３３個、同中１２３，９９０

個、同小４４，６５０個を防空壕内に入れ、出入り口を

コンクリートで密封後、海水及びさらし粉を注入して埋

没処理された〔１５〕〔２９〕〔３２〕〔３９〕〔４

０〕〔４１〕〔５５〕〔５６〕。 
・昭和２１年９月２５日～昭和２１年１１月、占領軍の指

示により、大久野島島内において、貯槽底部に残されて

いたＢＣＤタンク毒物５６ｔ、催涙棒２，８２０箱、催

涙筒１，９８０箱を焼却炉で焼却処分した〔１５〕〔５

５〕。 
・昭和２１年９月～昭和２２年５月に、イペリット・ルイ

サイト５６ｔ、その他毒ガス汚染物を大久野島で焼却、

ジフェニルシアンアルシン１，３９０ｔを大久野島に埋

設した〔３０〕。 
 

④占領軍の指揮下で、毒ガス製造施設が焼却・解体後、大久

野島周辺海域に海洋投棄された事案 

・昭和２１年１１月から昭和２２年５月に、占領軍の指示

により、毒ガス製造施設に残されていた毒物・原料等を

除毒処理した後，火炎放射器により焼却除毒し、その後

各装置設備を解体して、発生したスクラップを水深１５

ｍ以上の海中に投棄した〔１５〕〔５２〕〔５５〕。 

上記投棄場所について、元忠海製造所技手は、大久野

島南西端を基点とした北西から南西に向かう約４，００

０ｍの海域と証言している〔４１〕。 

 

○発見・被災・掃海等処理情報 

・昭和２１年７月２９日、廃棄作業のため、毒物を搭載した

ＬＳＴ８１４が台風で座礁したので毒液が漏洩し、約９０

名が被災、うち 1名が後に死亡した〔１５〕〔３４〕。 

・昭和２６年４月に、大久野島の周辺でタコを捕まえていた

ところ、海底にあったとみられる毒物により被災した。診

断の結果、イペリットに被災したものとみられる〔５１〕

〔５４〕。 

・昭和３０年７月に、大久野島の池に沈められた防毒衣等を

引揚中の作業員２名が毒ガス障害を起こし、うち１人は後

遺症で翌年１月に死亡〔１〕。 
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・昭和３０年頃、約３０坪を１ｍくらい掘ったところ、臭気

のある黄土が発見されたので、米軍の指揮のもと、トラッ

ク７～８台分の土砂をコンクリート槽へ埋設した〔３２〕

〔４４〕。 

・昭和３６年６月１３日～昭和３６年６月１５日、大久野島が

国民休暇村に指定されるに当たり、広島県が自衛隊に島内の

残留毒ガス調査を依頼した。調査の結果、防空壕内からあか

筒（クシャミ剤）２．５ｔ車５～６台分（推定）が発見され

た〔４５〕。 

・昭和３６年、国民休暇村建設時に工事の請負業者が土中のコ

ンクリート塊を爆破したところ、イペリットの黄色い煙が広

がり、作業員が被災した〔１〕。 

・昭和４４年８月２６日、大久野島防空壕内で、４本の筒（あ

か筒３本発射筒１本）が発見されたため、広島県が衛生研究

所に持ち帰り、その成分を分析・処理した。厚生省は、昭和

４４年８月２８日、２９日に島内の調査を実施したが、新し

い毒ガスは発見されなかった〔２〕〔１１〕〔２３〕〔３

２〕〔３５〕〔４６〕〔５３〕。 

・昭和４５年１月１３日～昭和４５年１月１５日、厚生省及び

防衛庁が、大久野島の防空壕内の調査を実施し、あか筒大２

２本、中約６００本を発見したため昭和４５年３月５日から

３月下旬までの間に防空壕の封鎖により処理した〔３〕〔１

１〕〔３２〕〔３９〕〔４２〕〔４３〕。上記について、第

１３師団が厚生省の処分に協力した〔２０〕。 

・昭和４５年３月３日～５日、自衛隊が厚生省の調査に協力

した〔２０〕。 

・昭和４７年４月１８日、大久野島北部東側海岸（大久野島

海水浴場）海水浴場の護岸工事のため、ブルドーザーで床

掘中に、作業員がドラム缶及びコンクリート槽を発見し

た。その際ドラム缶から黒茶色の液体が流出し、作業員の

一部（６～７人）がかゆみ、かぶれ等の症状を訴えた。同

年５月３０～３１日、環境庁の調査により護岸下部を発掘

し、ドラム缶等の毒ガス検知を行ったが、毒ガス成分は検

知されなかった〔４〕〔５〕〔１１〕〔３１〕〔３８〕

〔３９〕〔４８〕〔４９〕。 

・昭和４７年５月３０日～３１日、イペリット容器２個につ

いて、自衛隊が環境庁の調査に協力した〔２０〕。 

・平成８年７月１１日、大久野島の土壌や地下水から最大で基

準値の４７０倍の砒素が検出された。その後の調査で、基準

の２２００倍の砒素を検出した地点が確認され、平成１０年

１０月から汚染土壌の撤去が開始された〔６〕〔７〕

〔８〕。 

・平成９年２月、市民が北部海岸であか筒らしき物件１個を発
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見した。平成９年４月２２日及び平成９年５月６日に、環境

庁・県・市が北部海岸を詳細に調査し、あか筒の残骸らしき

物件３４個が発見された〔５０〕。 

・平成９年９月下旬、市民により金属製の筒１本が発見された

〔３６〕。 

・平成１１年３月２３日、環境庁が島内整備のため防空壕に蓋

をする工事を進めていた際、壕の入口を削ったところ、壕内

から大あか筒９本が発見され〔９〕〔６０〕、平成１２年１

２月に化学兵器禁止条約に基づき、無害化処理を実施し、年

度内に終了した〔３７〕〔６０〕。 

・平成１１年８月、市民により筒状の物体３本（中あか筒）が

発見された。同年１０月２３日、大学教授による分析の結果

「９７式中あか筒」と判明された〔１０〕。 

・なお、広島県からの要請を受け、環境庁が平成７年３月から

平成８年５月にかけて、島内の土壌及び水質調査を実施した

結果、環境基準を超える砒素が検出されたので、平成８年度

に「大久野島土壌等汚染対策検討会」が設置され、調査結果

をもとに分析・検討を行なった。平成９年１２月に同検討会

は中間報告をとりまとめ、平成９年度補正予算に対策経費を

計上、平成１０年度から対策工事を実施し、平成１１年１１

月に工事を完了した〔４７〕〔５７〕〔５８〕〔５９〕。 
新たな情報 ○廃棄・遺棄情報 

・昭和４４年の新聞報道で、終戦直後の大久野島の毒ガス処理

作業に従事した作業員が、「当時、窒息性ホスゲン、びらん

性イペリット、中毒性サイロームなど致死性毒ガスを地下ご

うに埋める作業を目撃した」とその埋設場所４ヶ所を明らか

にしたと報道されている〔Ａ１〕。また、別の新聞報道で

は、毒ガス製造に従事した元工員が進駐軍に毒ガス処理に雇

われた者が海中投棄しなければならないホスゲンをサボター

ジュして穴に隠したと証言していると報道されている〔Ａ

２〕。 

 

○その他情報 

・昭和３６年６月１３日～１６日、自衛隊が除染見積を実施し

た〔Ａ３〕。 

・昭和３６年６月２７日の自衛隊の報告書には、調査結果とし

て、大半の建物は米軍の処理により毒ガスの反応はない、あ

か筒を埋設した壕は「米軍が海水を注入して腐食させている

が、現在も相当濃厚な刺戟を感ずる」、島の北部海岸にイペ

リット容器２本等が埋まっているが反応はない、糜爛剤の濾

過に使用された廃棄物が埋設されている場所は明瞭な呈色反

応がある、糜爛剤の地下タンクは「米軍も未処理のまま放置

してあり、２７．８年頃には降雨の際相当強い臭気と雨水中
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に混入したびらんガスが流出してきたということであるが、

調査当日検知管、塗料、検知紙には反応がなかった」とあ

る。また、処理については、焼却処置は不適当と思われ、島

の今後の利用の関係上、埋設には問題が多いことから、「海

中投棄が適当と思われる」と記されているほか、晒粉等処理

に関する所用資材等の見積もり記録がある等、自衛隊による

処理を行うことを前提とした記述もある（実際に処理が行わ

れたかどうかについては記されていない）〔Ａ４〕。 

・大久野島では、平成１６年よりすべての飲料水を島外から搬

入している〔Ａ５〕。 

・島内には、貯水池２地点〔Ａ５〕〔Ａ６〕、井戸１０地点

（温泉含む）、排水口８地点が存在する〔Ａ５〕。 

・平成７年、大久野島では島内１２ヶ所の井戸（温泉井戸含

む）及び７ヶ所の表流水・湧水で砒素を対象に調査を実施し

た。このうち４ヶ所の井戸で環境規準値（０．０１ｍｇ／

ｌ）を上回る値が検出された〔Ａ７〕〔Ａ８〕〔Ａ９〕の

で、うち２ヶ所は、埋設及び密閉が行われ〔Ａ９〕、残りの

２ヶ所は現在調査井戸としてモニタリングが行われている

〔Ａ１０〕。また、その他にもう１ヶ所調査井戸を設け、合

計３つの井戸でモニタリングを行っている〔Ａ１０〕。 

・温泉取水用の井戸の深さは約２０ｍである。温泉の水質調査

は５年に一度実施している〔Ａ５〕。 

・プールの水はすべて島外から購入している〔Ａ５〕。 

・平成１６年１１月に環境省が実施した地下水調査によると１

８検体のうち北西部海岸付近２箇所より微量のジフェニルア

ルシン酸（０．００９８ｍｇ／ｌ、０．００４５ｍｇ／ｌ）

を検出した。なお、「国内における毒ガス弾等に関する総合

調査検討会（第８回）」では、上水は島外からの搬入に切り

替え済みであり、また、定期的に地下水モニタリングを実施

する等の安全措置を講じていることから、現在の利用状況か

ら勘案すると、危険が生じるものでないとし、今後は土壌等

の環境調査を実施するための具体的な方策を検討するととも

に今回検出された井戸については、利用者が近づかないよう

管理を徹底する等としている〔Ａ１１〕。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 109




